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来
年
２
月
中
旬
か
ら
申
告
相
談
が
始
ま
り

ま
す
。

　

期
間
中
は
、
会
場
が
大
変
混
み
合
い
、
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
告
の
待
ち
時
間
短
縮
の
た
め
次
の
こ

と
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

所
得
税
確
定
申
告
書
の
電
子
申
告
に
つ
い
て

　

令
和
７
年
分
所
得
税
確
定
申
告
に
つ
い
て
、

会
場
で
申
告
相
談
さ
れ
た
所
得
税
確
定
申
告

書
（
還
付
申
告
を
含
む
）
は
電
子
申
告
で
税

務
署
に
送
付
し
ま
す
。
電
子
申
告
を
行
う
際

は
利
用
者
識
別
番
号
が
必
要
と
な
る
た
め
、

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
の
は
が
き
や
通
知

書
を
お
持
ち
の
人
は
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
利
用
者
識
別
番
号
が
無
い
人
は
、
申
告

相
談
時
に
会
場
で
新
規
に
取
得
し
ま
す
の
で
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
の
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

収
入
金
額
が
確
認
で
き
る
書
類
の
準
備

　

申
告
に
は
令
和
７
年
中
の
収
入
金
額
が
確

認
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
等
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
７
年
中
に
生
命
保
険
会
社
等

か
ら
満
期
保
険
金
・
一
時
配
当
金
や
個
人
年

金
等
を
受
け
取
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
も
所

得
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
所
得
金
額

は
収
入
（
実
際
に
支
払
わ
れ
た
金
額
）
か
ら

経
費
（
掛
け
金
等
）
を
差
し
引
く
こ
と
に
よ
っ

て
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
申
告
の

際
に
は
、
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
発
行
さ
れ

る
支
払
通
知
書
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

待
ち
時
間
を
減
ら
す
た
め
に

　

医
療
費
の
計
算
や
営
業
・
農
業
等
の
収
入

と
経
費
の
計
算
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

計
算
コ
ー
ナ
ー
に
ご
案
内
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
待
ち
時
間
の
短
縮
の
た
め
、
事
前
の

資
料
整
理
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

営
業
・
農
業
等
の
収
支
計
算
を
す
る
場
合

　

あ
ら
か
じ
め
、
毎
月
の
収
入
計
算
や
領
収

書
を
整
理
し
て
、
項
目
別
に
確
認
が
で
き
る

よ
う
、分
類
・
集
計
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

平
成
26
年
1
月
か
ら
、
営
業
・
農
業
等
の

事
業
所
得
が
あ
る
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て

記
帳
と
帳
簿
等
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
。
記
帳
に
あ
た
っ
て
は
、
売
上
等
の

収
入
金
額
や
仕
入
れ
、
そ
の
他
の
必
要
経

費
に
関
す
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
請

求
書
や
領
収
書
等
の
書
類
と
と
も
に
5
～

7
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
記

帳
は
、
一
つ
一
つ
の
取
引
ご
と
で
は
な
く

日
々
の
合
計
金
額
の
み
を
ま
と
め
て
記
帳

す
る
な
ど
、
簡
易
な
方
法
で
記
載
し
て
も

よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
）

医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
場
合

　

平
成
29
年
分
の
申
告
か
ら
、
領
収
書
の
提

出
の
代
わ
り
に
『
医
療
費
控
除
の
明
細
書
』

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療
費

の
通
知
」
な
ど
を
添
付
す
る
と
、
明
細
書
の

記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
領
収
書
は
「
医
療

を
受
け
た
人
ご
と
」、「
病
院
・
薬
局
ご
と
」

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
金
額
を
計
算
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
医
療
費
の
払

い
戻
し
や
、
生
命
保
険
な
ど
の
補
て
ん
を
受

け
た
場
合
は
、
そ
の
金
額
が
わ
か
る
資
料
を

準
備
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

領
収
書
等
の
注
意
事
項

　

領
収
書
や
証
明
書
は
、
必
ず
原
本
の
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人

　

収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
人
は
、
年
金
支

払
者
（
日
本
年
金
機
構
等
）
か
ら
町
に
年
金

情
報
が
通
知
さ
れ
て
き
ま
す
の
で
、
町
・
県

民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
源
泉
徴
収
票
に
記
載

し
て
あ
る
控
除
以
外
の
控
除
等
を
追
加
す
る

場
合
や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
所
得
税
の

還
付
を
受
け
た
い
場
合
は
、
申
告
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

税
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に
！

申
告
の
際
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
必
要
で
す
！

　

社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
令
和
８
年
度 

町
・
県
民
税

申
告
書
お
よ
び
令
和
７
年
分
所
得
税
確
定
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
お

よ
び
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

必
要
な
本
人
確
認
書
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの人
　マイナンバーカードをお持ちくださ
い。マイナンバーカードには顔写真が
付いているので、マイナンバーカード
のみでマイナンバーおよび本人の確認
が可能です。

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない人
　ご記入いただくマイナンバーと、そのマイナンバーの持ち主であるこ
との確認書類が必要なため、確認書類①と②をお持ちください。

確認書類①…マイナンバーの確認書類
　例）�通知カード※、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（マイナ

ンバーの記載があるものに限ります）などのうちいずれか１つ
　※�「通知カード」は令和２年５月 25 日に廃止されていますが、通知カー
ドに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一
致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

確認書類②…マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
　例）�運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などのうちいずれか１

つ（※写真表示のない身元確認書類の提示のときには、２種類以上
の書類が必要です。例資格確認書とキャッシュカード等）

譲
渡
所
得
・
青
色
申
告
等

の
申
告
相
談
に
つ
い
て

　

次
の
よ
う
な
申
告
を
希
望
さ
れ
る

人
は
、
柳
井
税
務
署
で
申
告
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。

■�

株
式
や
土
地
な
ど
の
譲
渡
所
得
、

山
林
所
得
、
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得

■
青
色
申
告

■
損
失
申
告

■�

初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
申
告

問
い
合
わ
せ

 

・
申
告
相
談
に
つ
い
て

　

税
務
課 

課
税
第
１
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
８

 

・
国
税
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
（
00
）
５
９
０
１

 

・
面
接
相
談
の
受
付

　

柳
井
税
務
署

　

☎
０
８
２
０
（
22
）
０
２
７
７
（
代
表
）

　

※
要
事
前
予
約


